
湖東中ガイド
〒690-0031 松江市山代町680番地

tel 0852-25-9220 fax 0852-25-9225

HP:https://www.city.matsue.ed.jp/kotou-j

学校教育目標
「ふるさとを愛し 創造性と社会性に富み

実践力のある生徒の育成」

登下校・帰宅時間

・決められた通学路で登下校します。
・8:30までに自席に着席します。
【終礼終了時刻】

A時程 16:10  B時程 15:40

【完全下校】

4～9月 18:30

（市ガイドライン範囲内で19:00）
11～1月 17:30

2,3,10月 18:00

交通安全
【交通ルールの遵守】

×自転車の車道の右側通行

×自転車の並進
（歩道は歩行者優先）

【安全第一】
・自転車に乗る時はヘルメット着用、あごひもを
します。
＊軽い事故にあった場合でも、自分で処理せ
ず必ず保護者、学校に伝えましょう。

遅刻・欠席の連絡

【部活動の欠席】
休日の部活動の欠席連絡は直接顧問にしてく
ださい。

Web 前日16:00~

当日8:00まで
tel 7:50～8:10

・欠席の場合は症状、体温、受診
の有無をお知らせください。

交通事故・不審者

・交通事故に遭ったり、不審者を見かけたりし
た場合は警察に通報してください。

毎日の授業

・授業の「めあて」「ふりかえり」を通してどんな
力をつけるのか確認します。
・人の意見に耳を傾け、真剣に授業を受けるこ
とで理解を深めます。
・わからないことはそのままにしないで先生に
聞きましょう。
・グループ学習（話す、聞く、教え合う）を大事
にします。

家庭学習の充実

【習慣化のために】
・家庭学習の時間を確保して学習習慣が身に
つくようにしましょう。

＜平日の家庭学習のめやす＞
・1年生・・・70分
・2年生・・・80分
・3年生・・・90分

（あくまで目安です。休日は平日よりも学習時
間が確保できると考えて実行しましょう）

メディアとのつきあい方【ルールを決める】

・スマホの利用の仕方は家庭でも指導をお願いし

ます。安易な書き込みがトラブルの原因になって

います。

・使用に関する責任者は契約者となる保護者にな

ります。保護者に見られて困るような書き込みを

しないことや、使用のルールを決めてください。

・原則、学校への持ち込みはしません。やむを得ず

持ち込む場合は届け出をして、担任に預けてくだ

さい。

生活のルール

【生徒同士のかかわり方】
・お金の貸し借りはしません。
・ネットへの個人情報のアップはしません。
・スマホ、漫画、ゲーム等学習に必要ないものは持って
きません。

【松江市内共通禁止事項】
・友人宅の外泊。

・生徒同士の有料遊技場への出入り。

通級指導教室開設

・通常の学級に在籍している生徒で個別の支
援を必要としている人を対象にした指導を行っ
ています。就学に関する相談もお受けします。

教育相談・スクールカウンセラー

・お悩みはお気軽にご相談ください。
・スクールカウンセラー（SC）とも相談できます。
担当：養護教諭

けがをして病院に行ったら

▽登下校や部活動など学校の管理下で生じ
た災害は「日本スポーツ振興センター」に加入
していれば医療費給付の対象となります（相手
を殴って怪我をさせた場合等は対象外です）。
▽医療機関を受診した場合には担任までご連
絡ください。手続きに必要な書類をお渡ししま
す。

保健室から

・朝ごはんを食べ、生活リズムを整えましょう。

【保健室の利用】
・保健室は応急処置を行います。
休養は原則１時間です。
・症状が改善しない、受診が必要な場合はお迎えをお願
いします。

【感染症に負けないために】
・基本は手洗い（手指消毒も可）。
・体調が悪い時は無理をしない。

事務室から

【学校集金について】
・毎月27日が集金日です。
（３月除く。土日の場合は翌営業日）

PTA教育振興費・給食費・学年教材費等

【学割・在学その他の証明、就学援助申請について】
・申請書に記入して学校へ
（用紙はHPまたは担任まで）

【転出・住所変更・保護者変更】
・お早めにおしらせください

学校ホームページ、すくーるメール

・ホームページには学校や生徒の様子、大会結果等を
載せています（ほぼ毎日更新）
・緊急連絡のためにすくーるメールの登録をお願いしま
す(生徒一人につき3件まで登録できます)。学校から確
実に届くよう、受信設定をご確認ください。

いじめはゆるされない行為
「いじめ」は犯罪です
【未然防止・早期発見】

【学校いじめ防止基本方針】
・HPをご覧ください。

・冷やかし、からかいはいじめです。
・された人が嫌だと思ったことはいじめになります。
相手がどう感じるかを考えて行動しましょう。

虐待について

「児童虐待の防止等に関する法律」により、虐
待は早期発見、通告することになっています。

登下校 学習 生活 学校から


